
令和６年度版

このハンドブックは、令和６年４月現在の内容を掲載しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ＴＥＬ ０７９－２２１－２３５６

おくやみハンドブック
（ご遺族の方へ手続きのご案内）

市花（サギソウ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【発行】姫路市　住民窓口センター

                                                          届出窓口担当（おくやみ窓口）

この度は、謹んでお悔やみ申し上げます。

このおくやみハンドブックは、死亡届提出後の亡くなられた方に関する

様々なお手続き（保険・年金など）をご案内します。

市役所１階の住民窓口センター内に、本誌掲載の一部手続きの受付を行う

「おくやみ窓口（事前予約制、詳細は巻末をご覧ください。）」を開設し



【死亡届を提出された方へ】
このたび死亡届を提出されましたが、亡くなられた方が下記に該当される場合は、別途手続きが必要となります。

手続きの内容や必要書類については、該当のページをご参照のうえ、各担当課・担当機関にお問い合わせください。

※下記の表には、亡くなられた方の状況について、主なものを掲載しています。

区分 亡くなられた方の状況 担当課 参照ページ

□年金を受給されていた方 ４ページ

□年金に加入されていた方 ４ページ

印
鑑 □印鑑登録をされていた方

住民窓口センター
（１階）

４ページ

介
護 □介護保険に加入されていた方

介護保険課
（２階）

４ページ

□国民健康保険に加入されていた方
国民健康保険課

（１階）
５ページ

□後期高齢者医療制度に加入されていた方
後期高齢者医療

保険課
（１階）

５ページ

福
祉
医
療

□福祉医療費助成制度を受給されていた方
福祉総務課

（福祉医療担当）
（１階）

６ページ

高
齢
者

□高齢者バス等優待乗車証をお持ちの方
高齢者支援課

（２階）
６ページ

□身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉
手帳をお持ちの方

７ページ

□自立支援医療（精神通院）制度を受けていた方 ７ページ

□各種の障害福祉サービスを受けていた方 7/8ページ

年
金

国民年金窓口
センター
（１階）

保
険

障
害

障害福祉課
（１階）
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区分 亡くなられた方の状況 担当課 参照ページ

□原動機付自転車を所有されていた方
主税課
（２階）

９ページ

□市内に固定資産をお持ちの方
資産税課

（２階）
９ページ

□口座振替で納税している方
納税課
（２階）

９ページ

市
住 □市営住宅の名義人であった方

住宅課
（５階）

９ページ

地
域
福
祉

□災害時要援護者台帳に登録されていた方
地域福祉課

（地域福祉担当）
（８階）

１０ページ

農
地 □農地をお持ちの方

農業委員会事務局
（農政担当）

（９階）
１０ページ

森
林 □森林をお持ちの方

林産振興課
（7階）

１０ページ

□児童手当を受給されていた方 １０ページ

□児童扶養手当を受給されていた方 １０ページ

□母子家庭・父子家庭・遺児になられた方 １０ページ

□特別児童扶養手当を受給されていた方 １１ページ

□障害児福祉手当を受給されていた方 １１ページ

□こども園・保育所に利用申し込み・在園している児
童またはその保護者の方

こども保育課
（２階）

１１ページ

子
ど
も

税
金

こども支援課
（２階）
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●亡くなった方のもの

□　マイナンバーカード（個人番号カード）または個人番号通知カード

【各種の手続きに必要な主な持ち物】

お越しの際には、以下のうち該当するものをお持ちいただきますようお願いいたします。

なお、手続きごとに必要なものは、該当のページでご確認ください。

□　基礎年金番号のわかるもの（基礎年金番号通知書または年金手帳、年金証書など）

□　印鑑登録証（ひめじＡＩカード）、住民基本台帳カード（作成されている場合）

□　本人確認書類（お越しいただく方、葬祭執行者）

□　葬祭執行者（喪主）が確認できるもの（葬儀証明書・会葬礼状・葬儀の領収書等）

□　介護保険被保険者証

□　身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

□　福祉医療費受給者証

□　その他市役所から交付された証書類

●ご遺族のもの

※戸籍・住民票・税に関する証明書の請求を代理人が行う場合は、委任状が必要となりますので、
　ハンドブックにある委任状をコピーしていただくか、切り離してご利用ください（委任状は任意の
　様式でも有効です）。

※年金事務所でのお手続きを代理の方が行う場合は、別途委任状が必要となります（年金事務所用の
  委任状は、市役所国民年金窓口センター又は年金機構のホームページで配布しています）。

※相続人代表者が法定相続人でなく遺言書によって相続人となられた場合は、遺言書｛公正証書遺
  言・秘密証書遺言（検認済のもの）・自筆証書遺言（検認済のもの）｝をお持ちください。

　　①　官公署が発行した顔写真がある証明書１点

　　　　運転免許証、マイナンバーカード（個人番号カード）、パスポート、身体障害者手帳など

　　②　①がない場合は次のうち２点

　　　　※被保険者証（健康保険・介護保険）、基礎年金番号通知書（または年金手帳）、年金証書

□　預貯金通帳（相続人代表者、葬祭執行者）

　　　　　など

□　亡くなった方の名義の預貯金口座から各種税金を口座引き落としされている場合は、新たに変更
　　する引き落とし口座の預貯金通帳と通帳届出印

※世帯主が死亡された場合で、同じ世帯の中に国民健康保険の加入者がいる場合は、国民健康保険
  加入者全員の被保険者証・限度額適用認定証をお持ちください。

『亡くなった方のもの』のうち、該当する証書類が紛失な
どにより無い場合は、窓口でその旨お申し出ください。
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死亡に関連して生じる手続きと必要なもの

担当課
手続きできる

場所

年金を受給中の方

受給中の年金の種類に
より異なります。詳細は
12ページをご参照くださ
い。
　
（未支給年金、遺族年金
の請求など）

受給中の年金、申請される届
出の種類により異なります。
右記の担当課にお問い合わ
せください。

未支給年金
等の請求に
は時効があ
ります。
　
主な時効
・未支給年
金　５年
・遺族年金
５年

年金に加入中の方
（60～65歳の年金を
受給していない人を
含む）

加入中の年金の種類に
より異なります。詳細は
12ページをご参照くださ
い。

（死亡一時金、遺族年金
の請求など）

加入中の年金、申請される届
出の種類により異なります。
右記の担当課にお問い合わ
せください。

死亡一時金
等の請求に
は時効があ
ります。
　
主な時効
・遺族年金
５年
・死亡一時
金 ２年

第３号被保険者の
方
（死亡された方に扶
養されていた
２０歳以上６０歳未
満の配偶者）

第１号被保険者への種
別変更

・基礎年金番号通知書
　（または年金手帳）
・資格喪失証明書

死亡後１４
日以内

国民年金窓口
センター
（本庁舎１階）
　
☎221-2332

国民年金窓口
センター
(本庁舎１階)
　
地域事務所・支
所・駅前市役所・
出張所・サービス
センター

印
鑑

印鑑登録をされてい
た方

印鑑登録証の返還
・印鑑登録証
（ひめじＡＩカード）

なし

住民窓口セン
ター（届出窓口
担当）
（本庁舎１階）
　
☎221－2365

住民窓口センター
（本庁舎１階）
地域事務所・支
所・駅前市役所・
出張所・サービス
センター

介
護

介護保険被保険者
証をお持ちの方

介護保険被保険者証等
の返還

※介護施設等への提示
がまだの場合は、提示・
精算後に返還してくださ
い。

・介護保険被保険者証
・介護保険負担割合証（該当
の方）
・負担限度額認定証（該当の
方）

なし

介護保険課
（本庁舎２階）
　
☎221-2923

介護保険課
（本庁舎２階）
　
家島事務所・各保
健福祉サービス
センター・支所・駅
前市役所・出張
所・サービスセン
ター

【おことわり】
下記に記載の各種手続きは、一般的な場合を想定して掲載しておりますので、すべての方に該当するものではあり
ません。場合によっては《委任状》が必要となることがあります。掲載の各種手続きに関しまして、詳しくは各担当課
へお問い合わせください。

必要なもの
区
分 対象者 主な手続き

年
金

手続きの
期限

受付窓口

受給中・加入中
の年金の種類
により異なりま
す。詳細は12
ページ参照。

・姫路年金事務
所（受付は予約
制）
☎224-6382

・各種共済組合

・国民年金窓口
センター
（本庁舎１階）
☎221-2332

受給中・加入中の
年金の種類により
異なります。詳細
は12ページ参照。

姫路年金事務所
（受付は予約制）

各種共済組合

国民年金窓口
センター
（本庁舎1階）
　
※一部手続きは
地域事務所・支
所・駅前市役所で
も可
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死亡に関連して生じる手続きと必要なもの

担当課
手続きできる

場所
必要なもの

区
分 対象者 主な手続き

手続きの
期限

受付窓口

世帯内の国保加入者に
交付している保険証及び
各種認定証の記載事項
変更

・国民健康保険被保険者証
・限度額適用認定証等

なし

国民健康保険
課
（本庁舎１階）
　
☎221-2343

国民健康保険課
（本庁舎１階）
　
地域事務所・支
所・駅前市役所・
出張所・サービス
センター

【金融機関口座を
指定】

金融機関窓口
もしくは
国民健康保険課
（本庁舎１階）

【ゆうちょ銀行口
座を指定】

郵便局窓口のみ
※国民健康保険
課での受付不可

国民健康保険に加
入されていた方

葬祭費支給申請

・死亡者と葬祭執行者の両方
が確認できる書類
（葬儀証明書、会葬礼状、葬
儀代の領収書など）
※請求書や見積書は不可
・葬祭執行者の本人確認書
類
・葬祭執行者名義の口座の
わかるもの

葬祭を行っ
た日の翌日
から２年

国民健康保険
課
（本庁舎１階）
　
☎221-2342

国民健康保険課
（本庁舎１階）
　
地域事務所・支
所・駅前市役所・
出張所・サービス
センター

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

後期高齢者医療制
度に加入されていた
方

葬祭費支給申請

死亡者と葬祭執行者の両方
が確認できる書類
（葬儀証明書、会葬礼状、葬
儀代の領収書など）
※請求書や見積書は不可
・葬祭執行者の本人確認書
類
・葬祭執行者名義の口座の
わかるもの

葬祭を行っ
た日の翌日
から２年

後期高齢者医
療保険課
（本庁舎１階）
　
☎221-2315

後期高齢者医療
保険課
（本庁舎１階）
　
地域事務所・支
所・駅前市役所・
出張所・サービス
センター

保険料の
口座振替依頼申請

※世帯主変更に伴い、口
座振替が停止になりま
す。世帯主変更後も口座
振替をご希望の場合は、
再度申請手続きをしてく
ださい。

・印鑑（預金届出印）
・預金通帳
・被保険者証（または保険料
納付通知書）

国
民
健
康
保
険

なるべく早く

国民健康保険
課
（本庁舎１階）
　
☎221-2358

亡くなられた方が世
帯主で、その世帯に
国民健康保険被保
険者証をお持ちの
方がいる場合
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死亡に関連して生じる手続きと必要なもの

担当課
手続きできる

場所
必要なもの

区
分 対象者 主な手続き

手続きの
期限

受付窓口

福祉医療費を受給さ
れていた方

福祉医療費受給者証の
返還

福祉医療費受給者証 なし

一定の要件を満た
す母子家庭、父子家
庭、遺児になられた
方

母子家庭等医療費の助
成が受けられることがあ
ります。詳しくは右記にお
問い合わせください。

右記の担当課にお問い合わ
せください。

なし

高齢者バス等優待
乗車助成事業でバ
スまたは電車をご選
択されていた方

カード残高の払い戻しと
カードの回収に必要な書
類の発行
※払い戻し手数料が発
生する場合があります。

・払い戻しをするカード
・窓口に来られる方の身分証
明書（運転免許証等）

なし

高齢者バス等優待
乗車助成事業で船
舶またはタクシーを
ご選択されていた方

乗船券またはタクシー助
成券の回収

・乗船券またはタクシー助成
券

なし

安心コールを設置し
ていた方

安心コールの撤去 なし

できるだけ早
め に 右 記 へ
電話連絡をお
願いします。

高齢者支援課
（本庁舎２階）

マッサージ等施術助
成券をお持ちの方

マッサージ等施術助成券
回収

・マッサージ等施術助成券 なし

高齢者福祉優待
カードをお持ちの方

高齢者福祉優待カードの
回収

・高齢者福祉優待カード なし

福祉総務課
（福祉医療担
当）
（本庁舎１階）
　
☎221-2308

福祉総務課
（福祉医療担当）
（本庁舎１階）
　
支所・家島事務
所・駅前市役所・
出張所・サービス
センター・保健福
祉サービスセン
ター（夢前・香寺・
安富のみ）

福
祉
医
療

高齢者支援課
（本庁舎２階）
　
支所・家島事務
所・駅前市役所・
出張所・サービス
センター・保健福
祉サービスセン
ター（香寺・夢前・
安富のみ）

高齢者支援課
（本庁舎２階）
　
支所・家島事務
所・駅前市役所・
出張所・サービス
センター・保健福
祉サービスセン
ター

高齢者支援課
（本庁舎２階）
　
☎221-2306

高
齢
者
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死亡に関連して生じる手続きと必要なもの

担当課
手続きできる

場所
必要なもの

区
分 対象者 主な手続き

手続きの
期限

受付窓口

精神障害者保健福
祉手帳をお持ちの
方

精神障害者保健福祉手
帳の返還

・精神障害者保健福祉手帳 なし

自立支援医療受給
者証（精神通院）を
お持ちの方

受給者証の返還 ・受給者証 なし

身体障害者手帳を
お持ちの方

返還届
身体障害者手帳の返還 ・身体障害者手帳 なし

療育手帳をお持ち
の方

変更届
療育手帳の返還

・療育手帳 なし

障害者福祉金の支
給を受けている方

未払金請求（未払金があ
る場合）

・未払金請求者の口座がわ
かるもの（通帳のコピー可）
※亡くなった方と未払金請求
者の相続関係を証明するも
のも必要となる場合がありま
す

なし
（未払金請
求について
は、なるべく
早く）

本人確認証明書の発行
・亡くなった方の乗車カード
・本人確認書類（運転免許証
等）

なし

※駅前市役所は、平日
10時00分～17時20分ま
で、飾磨支所は、平日8
時35分～17時20分まで
受付可能

チャージ券の返還
・亡くなった方の未使用の
チャージ券（あれば）

なし

福祉タクシー利用券
をお持ちの方

タクシー利用券の返還
・亡くなった方の未使用のタク
シー利用券（あれば） なし

特別障害者手当、
経過的福祉手当の
支給を受けている方

喪失届
未払金請求（未払金があ
る場合）

・未払金請求者の口座がわ
かるもの

なし
（未払金請
求について
は、なるべく
早く）

介護手当の支給を
受けている方

喪失届
未払金請求（未払金があ
る場合）

・未払金請求者の口座がわ
かるもの

なし
（未払金請
求について
は、なるべく
早く）

障
害

障害福祉課
（本庁舎１階）
　
保健所、各保健セ
ンター、各保健福
祉サービスセン
ター

障害福祉課
（本庁舎１階）
　
家島事務所、夢
前・香寺・安富保
健福祉サービス
センター、
支所・駅前市役
所・出張所・サー
ビスセンター

障害福祉課
（本庁舎１階）
　
家島事務所、夢
前・香寺・安富保
健福祉サービス
センター

障害福祉課
（本庁舎１階）
　
☎221-2305

障害福祉課
（本庁舎１階）
　
☎221-2305

障害福祉課
（本庁舎１階）
　
☎221-2309

障害福祉課
（本庁舎１階）
　
家島事務所、夢
前・香寺・安富保
健福祉サービス
センター、
支所・駅前市役
所・出張所・サー
ビスセンター

鉄道助成乗車カード
（ICOCA）をお持ちの
方
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死亡に関連して生じる手続きと必要なもの

担当課
手続きできる

場所
必要なもの

区
分 対象者 主な手続き

手続きの
期限

受付窓口

障害者バス優待乗
車証をお持ちの方

バス優待乗車証の返還
・亡くなった方のバス優待乗
車証

なし

自動車燃料費助成
券をお持ちの方

自動車燃料費助成券の
返還

・亡くなった方の未使用の自
動車燃料費助成券（あれば）

なし

船舶乗船券をお持
ちの方

船舶乗船券の返還
・亡くなった方の未使用の船
舶乗船券（あれば）

なし

補装具の給付を受
けている方

補装具費支給券の返還
・亡くなった方の補装具費支
給券（あれば）

なし

日常生活用具（スト
マ・紙おむつ等）の
給付を受けている方

日常生活用具費給付券
の返還

・亡くなった方の日常生活用
具費給付券（あれば）

なし

（保護者が亡くなった場
合）
心身障害者扶養共済制
度の年金支給申請

担当課にお問い合わせくださ
い。

なるべく早く

（心身障害者が亡くなっ
た場合）
心身障害者扶養共済制
度の弔慰金支給申請

担当課にお問い合わせくださ
い。

なるべく早く

心身障害者扶養共
済制度の年金を受
給している方

心身障害者扶養共済制
度の年金受給者の死亡
届

担当課にお問い合わせくださ
い。

なるべく早く

ETC割引（有料道
路、一般自動車道
通行料）を受けてい
る方

利用登録削除依頼書 ・亡くなった方の障害者手帳 なるべく早く

障害福祉課
（本庁舎１階）
☎221-2305

有料道路ETC
割引登録係
☎（045）477-
1233

障害福祉課
（本庁舎1階）

共
通

ゆずりあい駐車場利
用証をお持ちの方

返却届
ゆずりあい駐車場利用証
の返却

・ゆずりあい駐車場利用証 なし

障害福祉課
（本庁舎１階）
☎221-2305
介護保険課
（本庁舎２階）
☎221-2447
保健所健康課
☎289-1641

障害福祉課
（本庁舎１階）、
介護保険課
（本庁舎２階）、
保健所（１階
申請受付窓口）

障害福祉課
（本庁舎１階）
　
家島事務所、夢
前・香寺・安富保
健福祉サービス
センター

障害福祉課
（本庁舎１階）
　
家島事務所、夢
前・香寺・安富保
健福祉サービス
センター、
支所・駅前市役
所・出張所・サー
ビスセンター

障害福祉課
（本庁舎１階）
　
☎221-2305

心身障害者扶養共
済制度に加入してい
る方

障
害
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死亡に関連して生じる手続きと必要なもの

担当課
手続きできる

場所
必要なもの

区
分 対象者 主な手続き

手続きの
期限

受付窓口

原動機付自転車・小
型特殊自動車・ミニ
カーの登録をしてい
た方

廃車または名義変更

○廃車
・ナンバープレート
・標識交付証明書
・本人確認書類（運転免許証
等）
・相続関係が確認できる書類
（戸籍等）

○名義変更
・標識交付証明書
・本人確認書類（運転免許証
等）
・相続関係が確認できる書類
（戸籍等）

※「軽自動車税等の名義変
更手続きについて（通知）」の
持参があれば、相続人以外
からの手続きも可

○廃車
死亡後３０
日以内

○名義変更
死亡後１５
日以内

主税課
（本庁舎２階）
　
☎221-2256

○廃車
主税課
（本庁舎２階）
地域事務所・支
所・駅前市役所・
出張所・サービス
センター

○名義変更
主税課
（本庁舎２階）
地域事務所・坊勢
サービスセンター

姫路市内に固定資
産をお持ちの方

相続人代表者の指定届
出書兼現所有者申告書
の提出

「相続人代表者の指定届出
書兼現所有者申告書」
※死亡の日から１か月前後
で亡くなられた方の最後の住
民票上の住所地へお送りし
ます。

相続を知っ
た日の翌日
から3ヶ月以
内

資産税課
（本庁舎２階）
　
☎221-2270

資産税課(所有者
担当)
（本庁舎２階）

口座振替で納税して
いる方

今後の納税について
（口座振替の廃止）

口座名義人の死亡により振
替口座が凍結中の場合、引
落しを停止し納付書を発行し
ますので右記にご連絡くださ
い。

なるべく早く

納税課
(本庁舎２階）
　
☎221-2295

納税課
(本庁舎２階）

市営住宅の名義人
である方（同居者が
いる場合）

名義変更手続が必要で
す。詳しくは右記にお問
い合わせください。

右記の担当課にお問い合わ
せください。

至急

市営住宅の名義人
以外の同居者

家族異動届の提出が必
要です。詳しくは右記に
お問い合わせください。

右記の担当課にお問い合わ
せください。

至急

市営住宅の名義人
である方（単身の場
合）

住宅内の家具などを撤
去し、鍵を返還してくださ
い。

・住宅の鍵
・相続人の方の通帳

至急

税

市
営
住
宅

住宅課
（本庁舎５階）
　
☎221-2632

住宅課
（本庁舎５階）
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死亡に関連して生じる手続きと必要なもの

担当課
手続きできる

場所
必要なもの

区
分 対象者 主な手続き

手続きの
期限

受付窓口

地
域
福
祉

災害時要援護者台
帳に登録されていた
方

・災害時要援護者台帳か
らの登録抹消の申出
　※救急医療情報キット
内の災害時要援護者台
帳登録申請書に記載さ
れている自治会の自治
会長または民生委員・児
童委員に登録抹消の連
絡をしてください。

・冷蔵庫ドアポケット保管
の救急医療情報キットの
廃棄
　※キット内の台帳登録
申請書は個人情報を含
むためシュレッダー等に
より廃棄してください。そ
れ以外のものはキット本
体も含めて市の分別区
分にもとづいて排出してく
ださい。

なし

※台帳の登録管理は自治会
にて行っておりますので、登
録の有無については、各自
治会の自治会長または民生
委員・児童委員にお尋ねくだ
さい。

なるべく早く

・災害時要援護
者台帳からの
登録抹消の申
出：
登録の自治会
の自治会長ま
たは民生委員・
児童委員

・制度全般：
地域福祉課（地
域福祉担当）
（本庁舎８階）
　
☎221-2455

農
地

農地をお持ちの方
農地法第３条の３第１項
の規定による届出書

①登記事項証明書の写し
　　　　　　または
②登記完了証の写しと
　 登記識別情報通知の写し

相続登記完
了後
速やかに

農業委員会事
務局（農政担
当）
（本庁舎９階）
☎221-2822

農業委員会事務
局
（本庁舎９階）

森
林

森林をお持ちの方
森林の土地の所有者届
出書

・当該土地の位置を示す地
図
・当該土地の登記事項証明
書その他の届出の原因を証
明する書面

所有者と
なった日か
ら９０日以内

林産振興課
（本庁舎７階）
　
☎221-2484

林産振興課
（本庁舎7階）

児童手当を受給され
ていた方

・児童手当認定請求
・未支払児童手当請求
（未払がある場合）

・新養育者の通帳
・新養育者の健康保険証
・児童の通帳（未払がある場
合）

死亡の翌日
から１５日以
内

こども支援課
（児童手当担
当）
（本庁舎２階）
　
☎221-2312

こども支援課
（本庁舎２階）
　
（児童手当認定請
求については、新
養育者の住所地
の市区町村役場）

児童扶養手当を受
給されていた方

未支払児童扶養手当請
求

・児童の通帳
なし
（時効消滅
あり）

母子家庭、父子家
庭、遺児になられた
方

児童扶養手当認定請求
右記の担当課にお問い合わ
せください。

なし
（申請翌月
からの支
給）

子
ど
も

こども支援課
（児童扶養手当
担当）
（本庁舎２階）
　
☎221-2311

　
こども支援課
（本庁舎２階）
　
家島事務所、保
健福祉サービス
センター（夢前、
香寺、安富）
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死亡に関連して生じる手続きと必要なもの

担当課
手続きできる

場所
必要なもの

区
分 対象者 主な手続き

手続きの
期限

受付窓口

特別児童扶養手当
を受給されていた方

・特別児童扶養手当認定
請求
・未支払特別児童扶養手
当請求（未払がある場
合）

右記の担当課にお問い合わ
せください。

死亡の翌日
から１４日以
内

こども支援課
（特別児童扶養
手当担当）
（本庁舎２階）

☎221-2311

障害児福祉手当を
受給されていた方

・障害児福祉手当死亡届
・未支払障害児福祉手当
請求（未払がある場合）

・未支払請求者の通帳

なし
（未支払請
求はできる
限り早期）

こども支援課
（障害児福祉手
当担当）
（本庁舎２階）
　
☎221-2311

母子父子寡婦福祉
資金貸付金
・貸付を受けている
方
・貸付金償還中の方
・連帯保証人の方

・貸付変更手続き
・償還変更手続き

右記の担当課にお問い合わ
せください。

なし

こども支援課
（ひとり親支援
担当）
（本庁舎２階）
　
☎221-2132

こども支援課
(本庁舎２階）

認可保育所・認定こ
ども園に利用申し込
み・在園している児
童またはその保護
者の方

認可保育所等の利用に
係る申請内容の変更

右記の担当課にお問い合わ
せください。

同一年度内
（できる限り
早期）

こども保育課
（本庁舎２階）
　
☎221-2313

こども保育課
（本庁舎２階）
　
香寺・夢前・安富
各保健福祉サー
ビスセンター、家
島事務所福祉担
当窓口

土地・建物を所有さ
れている方

相続（所有権移転登記）
※令和６年４月１日から
相続登記が義務化され
ました。（詳しくは、右記
の問合せ先まで）

担当機関に確認してくださ
い。

不動産を相
続（取得）し
たことを知っ
た日から３
年以内

神戸地方法務
局姫路支局
　
☎225-1915
※登記手続案
内は完全予約
制

神戸地方法務局
姫路支局

相続を放棄したい方 相続放棄の申立
担当機関に確認してくださ
い。

相続の開始
があったこ
とを知って
から3か月
以内

神戸家庭裁判
所姫路支部
家事事件・記録
係
　
☎281-2080

亡くなった方の最
後の住所地を管
轄する家庭裁判
所

二輪の小型自動車・
二輪の軽自動車・小
型自動車・普通自動
車・大型特殊自動車
の登録をしていた方

廃車または名義変更
担当機関に確認してくださ
い。

○廃車
　死亡後３０
日以内

○名義変更
　死亡後１５
日以内

神戸運輸監理
部
姫路自動車検
査登録事務所
　
☎050-5540-
2067

被けん引自動車・三
輪以上の軽自動車
の登録をしていた方

廃車または名義変更
担当機関に確認してくださ
い。

○廃車
　死亡後３０
日以内

○名義変更
　死亡後１５
日以内

軽自動車検査
協会
兵庫事務所　姫
路支所
　
☎050-3816-
1848

NHK受信料減免を
受けている方

NHKに連絡（減免事由に
該当しなくなった場合）

・NHKに連絡 なるべく早く

NHK神戸放送
局
　
☎（078）252-
5050

　
こども支援課
（本庁舎２階）
　
家島事務所、保
健福祉サービス
センター（夢前、
香寺、安富）

子
ど
も

市
役
所
外
の
お
手
続
き
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受給していた年金

◎死亡された方が年金を受給中の場合

　　　　・遺族基礎年金

　　　　・寡婦年金

必要な手続き お問い合わせ先

　※年金を請求するためには死亡された方が

　　一定期間以上の保険料を納付していることが必要です

　　老齢基礎年金
　　老齢年金（旧法）
　　障害年金（旧法）
　　厚生年金
　（老齢・障害・遺族）

　未支給年金の請求または年金受給権者死亡届
　遺族厚生年金の請求　　　　　　　　　　　　　　　　など

■姫路年金事務所
　☎079-224-6382
■街角の年金相談センター姫路
　[※電話での相談はできません]
☎079-221-5127
■ねんきんダイヤル
　☎0570-05-1165
（050で始まる電話でおかけになる
場合☎03-6700-1165）
■予約受付専用電話
　☎0570-05-4890
（050で始まる電話でおかけになる
場合☎03-6631-7521）

　　共済年金
　（退職・障害・遺族）

　未支給年金の請求または年金受給権者死亡届
　遺族共済年金の請求　　　　　　　　　　　　　　　　  など

届出先

　　　年金受給者

■姫路市役所

　　国民年金窓口センター

の死亡届提出後の年金の手続きについて

国民年金
又は

厚生年金

　請求できる年金（いずれか該当する年金が請求できます）

　　　　・遺族厚生年金

■姫路年金事務所
　☎079-224-6382
■街角の年金相談センター姫路
　[※電話での相談はできません]
　☎079-221-5127
■ねんきんダイヤル
　☎0570-05-1165
（050で始まる電話でおかけになる場
合☎03-6700-1165）
■予約受付専用電話
　☎0570-05-4890
（050で始まる電話でおかけになる場
合☎03-6631-7521）

■姫路市役所　国民年金窓口センター

　☎079-221-2332

加入していた年金

■各共済組合

必要な手続き

　　　年金加入者

　　　このたび戸籍の死亡届を提出されましたが、ご遺族の方は、下記のような年金の手続きが必要な場合があります。
　　　死亡された方の受給されていた年金、年金加入状況によって、手続きや必要な書類が異なりますので、それぞれの
　　　お問い合せ先・届出先におたずねください。

◎死亡された方が年金に加入中の場合（６０歳～６５歳の年金を受給していない人も含む）

＊姫路年金事務所・街角の年金相談センター姫路（裏面地図参照）は厚生年金・国民年金両方の相談を受付しています。

＊姫路年金事務所は予約制となっております！
　　【予約受付専用電話】　☎0570-05-4890　（050で始まる電話でおかけになる場合☎03-6631-7521）

 　＊死亡された方に扶養されていた２０歳以上６０歳未満の配偶者で、第３号被保険者の方は、市役所・支所・地域事務
　　所・駅前市役所・出張所・サービスセンターにて、第１号被保険者への種別変更届出が必要となります。

■各共済組合

　　障害基礎年金
　　遺族基礎年金
　　寡婦年金

　未支給年金の請求または年金受給権者死亡届

　※請求できるのは、死亡当時生計が同じであった遺族の方です

共済組合

　　　　・死亡一時金

　　　　・遺族共済年金　など

　　　☎079-221-2332
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旧朝日橋

●ねんきんダイヤル
電話：０５７０－０５－１１６５（一般）

０３－６７００－１１６５（ＩＰ電話・ＰＨＳ用）

●業務時間　

駅
南
大
路

姫路市役所
（本庁舎）

市役所Ｐ
平日(月～金曜日）午前８：３０　～　午後５：１５
毎週月曜日のみ（月曜日が休日の場合は火曜日）午後７：００まで

市役所
（別館）

ﾌｧﾐﾏ 三宅
公園ドコモ 〒

住所：姫路市北条１丁目２５０番地

電話：０７９－２２４－６３８２～６３８５

市
役
所

北
別
館

消
防
局

●街角の年金相談センター　姫路
住所：姫路市南畝町２丁目５３番地（ネオフィス姫路南ビル１階）
電話：０７９－２２1－５１２７

外
堀
川

●姫路年金事務所

街角の年金相談
センター姫路

（ネオフィス姫路
南１階）

※道路の向かいに
契約駐車場あり

兵庫県姫路
合同庁舎

姫路税務署 法務局合同庁舎
（検察庁・法務局）

姫路労働
会館

姫路女学院
高校

グラウンド

ＪＡ
姫路

マックス
バリュ

姫路
女学院
高校

山陽自動車
教習所

姫路年金事務所
※事務所の前に

　駐車場あり 城陽小学校
〒

姫路拘置支所

職業安定所
姫路駅
南交番

労働基準
監督署

神戸地方裁判所
姫路支部

駅前
市役所

JR　姫路駅

じばさん
ビル ホテル

日航姫路

外
堀
川

駅
南
大
路

播州信
用金庫

　

ミナミＰ 駅南Ｐ

姫　路　駅　周　辺　官　庁　場　所　略　図
大
手
前
通
り

保健所
商工

会議所
Ｎ

国道２号　　→ →　　　　国道２号　　　　→ 至　神戸方面

←　十二所線 ←　　　十二所線　　　　←

市民
会館

→　　　　国道２号　　　　→

←　　　十二所線　　　　←

姫路年金事務所での年金請求手続きや見込額のご相談の際は予約制となっております。
予約の申込は「予約受付専用電話」へ！

・姫路年金事務所（姫路市役所から約２km 姫路駅から約８００ｍ）

住所 姫路市北条１丁目２５０番地
☎079-224-6382

・街角の年金相談センター 姫路（姫路市役所から約１km）
住所 姫路市南畝町２丁目５３番地（ネオフィス姫路南１階）
☎079-221-5127 ※電話での相談はできません。

・ねんきんダイヤル
☎0570-05-1165 （050で始まる電話でおかけになる場合☎03-6700-1165）

■予約受付専用電話
☎0570-05-4890 （050で始まる電話でおかけになる場合☎03-6631-7521）

【業務時間】

月曜日 ８：３０ ～ １９：００（月曜日が祝日の場合は週初の開所日）

火～金曜日 ８：３０ ～ １７：１５

第２土曜日 ９：３０ ～ １６：００
※祝日（第２土曜日を除く）、１２月２９日～１月３日は開所していません

1
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①戸籍謄本・抄本、住民票、印鑑証明などの発行
③転出、転入、死亡、婚姻、印鑑登録などの届出 ⑤福祉医療費助成

住
民
窓 ②　届　出　窓　口 ③　マ　イ　ナ　ン　バ　ー
口

議会棟 セ
(北棟） ン

タ
ｌ

①

階 E
段 V

（消費生活センター）
（市政情報 キッズ （市民相談センター）

階 センター） スペース

段

東
西 玄
玄 関
関 ロ　ビ　ー

車ｲｽ

Ａ
Ｔ 三井住友銀行

公衆電話 Ｍ
トイレ 階段

階 ＥＶ 　　障害福祉課 階
段 ＥＶ 段

高層棟 西出入口 東出入口

（南棟）

市役所２階案内図

議会棟
（北棟）

階
段

階段 ＥＶ

トイレ 階段
ＥＶ ＥＶ 階
ＥＶ ＥＶ 段

高層棟
（南棟）

契約課

介護保険課

こども保育課

幼保連携政策課 こども支援課 こども未来局総合受付 高齢者支援課
E
V

生活援護室

TV視聴コーナー

生活援護室

ミーティングスペー
ス

主税課納税課 トイレ

市民税課 資産税課

E
V

ＥＶ

デジタル戦略室

こども総務課

N

電話

後期
高齢者
医療

保険課

　　障害福祉課
E
V

国保

守衛室

会計課

南玄関

⑤

総合案内

ＥＶ

市民総合相談室

受付

会計課窓口

N

年金窓口　給付　資格賦課　収納　管理　 特定健診

市役所１階案内図

２階へ

発券機

福祉医療
担当

福祉総務課 国　民　健　康　保　険　課

　　⑥　　　　⑨　　　　⑩　　　　⑪　　　   ⑫⑦

証明発行

発券機

マイナンバー

住　民　窓　口　セ　ン　タ　ー

市民総合トイレ

相談室

車イス 生活援護室

生活援護室

税務部総合受付

税務部

おくやみ窓口
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（記入される前にお読みください。）

※必ず委任者が、代理人名や委任事項を記入し押印してください。

委任状
（宛先）姫路市長

委任者

住所

【自署又は記名押印】

氏名

（生年月日　大正・昭和・平成　　　年　　　月　　　日）

連絡先電話番号（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

私は、次のものを代理人と定め、下記事項を委任します。

代理人

住所

氏名

（生年月日　大正・昭和・平成　　　年　　　月　　　日）

委任事項《　　　　　　　　　》の死亡に関する手続きに伴い、

死亡に関する手続き用

・戸籍証明書、住民票、税に関する証明書を代理人が請求する場合、委任状が必要となります。下記
委任状をコピーするか切り離してご利用ください。

※各種手続きや証明書交付には、委任者が相続人であることが確認できる書類を求められる場合が
ありますので、各受付窓口へお問い合わせください。

令和　　年　　月　　日作成

□《　　　　　　　　　　　　》の戸籍（除籍）、改製原戸籍、住民票（除
票）の交付申請

15



（記入される前にお読みください。）

※必ず委任者が、代理人名や委任事項を記入し押印してください。

委任状
（宛先）姫路市長

委任者

住所 姫路市安田4丁目○○番地

【自署又は記名押印】

氏名 姫路　太郎

（生年月日　大正・昭和・平成　２５　年　４　月　○　日）

連絡先電話番号（　０８０－○○○○ー○○○○　）

私は、次のものを代理人と定め、下記事項を委任します。

代理人

住所 姫路市飾磨区○○町○○番地

氏名 兵庫　次郎

（生年月日　大正・昭和・平成　５０　　年　５　　月　○　日）

委任事項《　姫路　花子　》の死亡に関する手続きに伴い、

死亡に関する手続き用

・戸籍証明書、住民票、税に関する証明書を代理人が請求する場合、委任状が必要となります。下記
委任状をコピーするか切り離してご利用ください。

※各種手続きや証明書交付には、委任者が相続人であることが確認できる書類を求められる場合が
ありますので、各受付窓口へお問い合わせください。

令和　６年　４月　１日作成

□《　姫路　花子　》の戸籍（除籍）、改製原戸籍、住民票（除票）の
交付申請

記入例

スタンプ印使用の場合は

押印が必要です
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　（使用者様の本籍地入り住民票1通と再交付手数料300円を持参）

相続等に関するお困りごとについて、姫路市では専門家による各種無料相談を実施しています。

午前9時30分～11時30分
予約制（先着順）※

※法律相談を希望する日の前日（祝日等を除く）の午前9時から電話（079-221-2102）で受け付け

【問い合わせ】

市民相談センター（079-221-2102）姫路市役所本庁舎１階

毎週月～金曜日（祝日等を除く）　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く）

相続トラブルなどの法律問題
に関する相談

相談日時等

第2月曜日
（3月を除く）

第2水曜日

第2・第4金曜日

毎週火曜～金曜日
（祝日等を除く）
1日6名　1組20分

内容

相続税・贈与税などの税に関
する相談

不動産の相続・売買による登
記に関する相談

相続や遺言などに関する一般
的な相談

午後1時30分～4時30分
受付は午後1時～4時

受付状況によっては、受付
を締め切らせていただく場
合があります。

～名古山霊苑・姫路西霊苑・片山霊苑（市有霊苑）墓地への納骨手続きについて～

◎名古山霊苑・姫路西霊苑・片山霊園の市有霊苑を使用されており、そこにあるお墓へ納骨される方
    は、納骨の届出が必要です。

〇届出先及び受付時間

名古山霊苑・片山霊園
名古山霊苑管理事務所（079-297-5030）

年中無休、午前8時30分から午後5時15分まで

姫路西霊苑
姫路西霊苑管理事務所（079-269-1445）

12月29日から翌年1月3日までを除く毎日、午前9時から午後5時15分
まで

〇必要書類

・　姫路市霊苑使用許可証

　 また、使用者がお亡くなりの場合、名義変更手続きが必要です。お手続きには基本的に相続手続
    と同様の書類が必要となりますので、お手数ですが一度名古山霊苑管理事務所にてご相談の上
    お手続きをお願いいたします。

～相続等に関する相談のご案内～

　 紛失された場合、再発行手続きが必要です。

・　火葬許可証又は改葬許可証

〇注意事項

・名古山霊苑、姫路西霊苑内には、市が管理していない自治会墓地、寺院墓地等もございます。

　そちらのお墓へ納骨される場合は、その墓地の管理者への届出が必要となります。
　ご不明な点がございましたら、名古山霊苑管理事務所までお問い合わせください。

税務相談
（税理士）

登記相談
（司法書士）

行政書士相談
（行政書士）

法律相談
（弁護士）

種別

17 



　　　大切な人を亡くされ「何も手につかない」「眠れない」「食欲がない」「生活が苦しい」など、

相談先 日　時

月曜日～金曜日（祝日除く）8:35～17:20

火曜日～土曜日（祝日除く）

9:00～12:00／13:00～17:00

毎日10:00～翌1:00

毎日16:00～21:00

毎月10日 8:00～翌8:00

月曜日～金曜日18:00～翌8:30

土・日曜日・祝日24時間

水曜日（祝日除く）

12:00～15:00

【遺族の集い（分かち合いの会）】

毎月第1・3土曜日（神戸市／参加費500円）

・わすれな草の会（自死のご遺族）10:00～12:00

・ゆりの会（ご遺族どなたでも）13:30～16:00

　TEL　078-805-5306（火・金曜日10:00～16:00）

　E-mail：hyogoseitoshi@outlook.com http://www.portnet.ne.jp/∼seitoshi/

偶数月第2日曜日13:30～16:00　（神戸市／参加費500円）

　E-mail：r_chrosite@yahoo.co.jp  https://husya.amebaownd.com/

　TEL　080-8310-4982　FAX　079-568-1335

　E-mail：mail@nijitama.net

　　　つらい気持ちが続くときはご相談ください。

【電　話　相　談】

こころの
相談

生きていく
のがつらい

ときは

法律に関
する相談

※分かち合いの会への参加を希望する方は、各団体へご連絡ください。

電話番号

全国自死遺族法律相談

ホットライン

はりまいのちの電話

姫路市保健所健康課

兵庫県こころのケアセンター

日時・連絡先名　称

兵庫・生と死を
考える会

～大切な人を亡くされた方への支援のご案内～

050-5526-1044

079-289-1645

079-222-4343

相談室

兵庫県いのちと心の

サポートダイヤル

078-200-3010

078-382-3566

いのちの電話 0120-783-556

わかちあいの会・風舎
（自死のご遺族）

虹玉の会
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　<利用方法>

　（ご注意）

    ださい。

《出先窓口のご案内》

　・担当窓口がご不明の方は、本庁舎１階住民窓口センター（おくやみ窓口）へお越しください。

【お手続きのご案内】

　おくやみ窓口のご案内

　おくやみハンドブックに掲載のお亡くなりになられた方に関する市役所内の手続きについて、必要な

　申請の受付や担当部署の案内を行う「おくやみ窓口」を開設しています。ぜひ、ご利用ください。

　・すべての手続きがおくやみ窓口でできるわけではありません。手続きの内容によっては、担当窓口

　　をご案内します。

　・おくやみ窓口を利用せず、直接各担当窓口で手続きすることもできます。

　<場　　所>　姫路市役所本庁舎１階　住民窓口センター内

　・利用希望日の４開庁日前１６時までにご予約ください。
　　　　電話　０７９－２２１－２３５６
　　　　平日　８時３５分～１７時２０分（１２時～１３時を除く）

　・１日５枠の事前予約制です。（平日　①９時　②１０時　③１１時　④１３時３０分　⑤１４時３０分）

○中心部
・中央支所　☎289-0811
・花の北サービスセンター　☎289-0820
・城乾サービスセンター　☎297-1010
・安室サービスセンター　☎296-0030
・高岡サービスセンター　☎296-3743
・駅前市役所　☎288-1177

○東部
・東出張所　☎252-6363
・飾東出張所　☎253-0101

○北部
・北出張所　☎264-0002
・船山出張所　☎232-0002

○西部
・西出張所　☎266-0004
・林田出張所　☎261-2001

○南東部
・飾磨支所　☎235-0781
・白浜支所　☎245-1771
・妻鹿サービスセンター　☎245-1871
・的形サービスセンター　☎254-4339
・大塩サービスセンター　☎254-0039

○南西部
・広畑支所　☎236-1991
・網干支所　☎272-0181
・勝原サービスセンター　☎273-9713

○家島地域
・家島事務所　☎325-1002
・坊勢サービスセンター　☎327-1001

○夢前地域
・夢前事務所　☎336-0001
・置塩サービスセンター　☎335-0002
・菅野サービスセンター　☎335-0001

○香寺地域
・香寺事務所　☎232-0001

○安富地域
・安富事務所　☎0790-66-2302

    手続きが必要な課をご案内します。（手続きは各課にて行っていただきます。）

「おくやみハンドブック」は姫路市ホームページにも掲載していますので、ご活用ください。

※記載のない市外局番は０７９です

　・姫路市内の出先窓口にて手続きが可能なものも一部ありますので、お問い合わせのうえご利用く

開庁時間 平日 午前８時３５分～午後５時２０分（※飾磨支所、駅前市役所を除く）

飾磨支所 午前８時３５分～午後７時００分 （12/31～1/3及び１０月第３日曜日を除く毎日）

駅前市役所 午前１０時～午後７時００分 （元日及び１０月第３日曜日を除く毎日）


